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■問合せ先　　福祉保健課　☎７６－４６０８

■問合せ先　　企画政策課　☎７６－４６０３

建設課からのお知らせ

　町道目名潟大沢線のウトウ坂下地区と萩ノ台地区の間に架かる水沢橋について、橋梁点検の結
果、一部の橋脚で基礎部分の洗堀が確認され、通行の安全が確保できないため、現在通行止めと
なっております。
　この間、町では川底の地質調査や橋の詳細調査を行ってまいりましたが、この調査結果に加え、
今後の町の事業推進や財政事情、社会情勢などを総合的に勘案し、水沢橋は撤去することと
いたしました。また、代替路線については、萩ノ台地区と国道101号をつないでい
る現在の道路を拡幅することとしております。
　今回の方針決定にあたり、住民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろ
しくお願いいたします。

水沢橋の集約化撤去について
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■問合せ先　　建設課　☎７６－４６１０

　物価高騰等による負担軽減を図るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、
以下の事業を実施しますのでお知らせします。

●令和７年度物価高騰対策商品券発行事業
全町民に対し、商品券を配布します。

●令和７年度生活応援暖房費助成事業
非課税世帯に対し、暖房費の一部を助成します。

対 象 世 帯 令和８年１月１日時点で八峰町に住民登録があり、世帯全員が住民税非
課税の世帯

支 給 額 １世帯当たり　6,100円

通 知 方 法 １月下旬から支給対象となる世帯の世帯主に対し、支給通知を発送しま
す。必要に応じて手続きをお願いします。

対 象 者 令和８年１月１日時点で八峰町に住民登録がある方

支 給 品 商品券　１人につき12,000円（1,000円券×12枚）

配 布 時 期

使 用 可 能 店 舗

有 効 期 限

２月下旬から世帯主宛に、各世帯人数分の商品券を郵送します。
※順次郵送となり送付まで期間を要します。あらかじめご了承ください。

町内食料品店・飲食店など　
※詳細について、発送時に使用可能店舗一覧を同封します。

令和８年６月30日（火）予定

物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金事業のお知らせ
物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金事業のお知らせ

30分1,000円　60分2,000円　120分まで対応可能
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法要、仏壇・墓石、遺品整理など事後相談も承ります

葬儀の流れ・内容・必要な費用が確認できます
お連れ先や会場選びの基準が明確になります
不明点を明白にし葬儀への不安が払拭されます
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遠慮なくどうぞ。
（ご予約優先） 入会金10,000円（税込）のみ
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